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議   事 

午後１時27分 開議 

○事務局長（佐々木紳了君） 奥州市議会委員会条例第10条第２項の規定によりまして、委員長互選

の場合には、年長の委員が臨時に委員長の職を務めることになっております。 

 つきましては、出席委員中、年長の委員であります小野寺重委員に臨時に委員長の職務をお願いい

たします。 

 小野寺重委員、委員長席にご移動をお願いいたします。 

○臨時委員長（小野寺 重君） 私、年長のゆえをもって、予算審査特別委員会の委員長が互選され

るまでの間、臨時に委員長の職務を務めさせていただきます。何とぞ議事進行にご協力のほどお願い

いたします。 

 出席委員は定足数に達しておりますので、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の委員長の互選の方法を、いかように取り進めたらよろしいでしょうか。 

 藤田慶則委員。 

○26番（藤田慶則君） 委員長互選の方法は指名推選とし、その指名権を私に与えていただきますよ

うお願いをいたします。 

○臨時委員長（小野寺 重君） ただいま藤田慶則委員から、互選の方法は指名推選で行い、その指

名権を与えてほしいとの発言がありました。そのように取り進めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時委員長（小野寺 重君） ご異議なしと認めます。よって、藤田慶則委員、発言願います。 

○26番（藤田應則君） それでは、委員長に菅原明委員を推薦いたしますので、よろしくお取り計ら

いを願います。 

○臨時委員長（小野寺 重君） ただいま藤田慶則委員から、委員長に菅原明委員をとの発言があり

ました。 

 お諮りいたします。ただいまの発言のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時委員長（小野寺 重君） ご異議なしと認めます。よって、菅原明委員が本特別委員会の委員

長に互選されました。 

 暫時休憩します。 

午後１時30分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後１時30分 再開 

○委員長（菅原 明君） それでは、再開いたします。 

 副委員長の互選を行います。 

 互選の方法について、ご発言をお願いいたします。 

〔「委員長指名」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原 明君） ただいま委員長指名との発言があります。委員長が指名することについて
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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原 明君） 異議なしと認めます。 

 それでは、副委員長に中西秀俊委員をご指名いたします。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原 明君） ご異議なしと認めます。よって、副委員長に中西秀俊委員が互選されまし

た。 

 この際、委員席の指定等を行います。 

 本委員会の委員席は、ただいま着席のとおりそれぞれ指定いたします。 

 本特別委員会に付託されました案件は、議案第31号、令和６年度奥州市一般会計予算から議案第40

号、令和６年度奥州市病院事業会計予算までの10件であります。 

 お諮りいたします。予算審査の進め方ですが、既に配付しております審査予定表により部門単位と

して審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原 明君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたします。 

 次の会議は３月４日午前10時から開くことにいたします。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。 

午後１時35分 散会 


